
⑴屋内、屋外の全ての給水栓（蛇口など）を止めて、水を使用しない状態にして下さい。

となりますので、下記の連絡先へご相談下さい。

播磨高原広域事務組合 上下水道事業所

☎ ０７９１－５８－０００１（ 営業時間；土日、祝日を除く 8：30～17：15 ）

⑵水道メーターのパイロット（検針票の裏面参照）を見てください。

⑶パイロットが回転している場合は、漏水の可能性があります。

漏水をしていることが分かった場合は、早急に播磨高原広域事務組合指定給水装置

工事事業者(ホームページ掲載)に連絡をして、修繕をして下さい。

★指定給水装置工事事業者が分からない場合は、ご連絡下さい。

★漏水箇所によっては、指定給水装置工事事業者での修繕に限り、漏水減額の対象

漏水確認のお知らせ

お　　知　　ら　　せ

検針の結果、漏水の疑いがあります。

至急、以下の手順で水道メーターを確認して下さい。


